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〈整備計画平面図について〉 
平面図は、以下の凡例により、計画している海岸保全施設等の位置を表示したものである。色

及び線種が既設、計画などの区分を、記号が施設の種類を表している。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
海岸保全区域  ：現在指定されている海岸保全区域。（緑実線） 
海岸保全予定区域：今後、海岸保全区域の指定を予定している区域。（緑点線） 
既設海岸保全施設：既に設置されている海岸保全施設。（橙実線） 
計画海岸保全施設：新設または改良等を計画している海岸保全施設。（赤実線） 

          なお、改良等の場合には、既設海岸保全施設と重複して示される。 
河川施設    ：河川区域内にある堤防等の防護施設。（青実線） 
その他の施設  ：海岸保全施設、河川施設、港湾施設及び漁港施設以外の防護施設 
                                  （黄実線） 
防護線     ：防護すべき地域の最前線。（黒点線） 
         これより陸側の地域を防護すべきとしている。なお、海岸保全施設等

がある場合には、防護線と施設の位置が一致するため、表示されない

。 
港湾・漁港施設整備計画：海岸保全施設ではないが、港湾・漁港施設整備計画で整備予定と 
         なっている防波堤などの施設。（紫実線） 
 

 （表示例） 
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 （平面図の索引） 
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